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■
協
議
事
項 

   
 

高
遠
町
地
域
協
議
会
で
は
、
４
月
以
降
「
伊

那
市
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設

置
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」の
見
直
し
に

向
け
た
検
討
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
現
在
、
伊

那
市
に
お
い
て
条
例
化
に
向
け
た
検
討
が
進

め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
地
域
協
議
会
で
検
討
し

て
き
た
事
項
に
つ
い
て
、
８
月
２３
日
、
市
長

へ
提
言
書
を
提
出
し
ま
し
た
。 

 

提
言
書(

抜
粋)
 

高
遠
町
内
に
お
い
て
も
、峠
の
頂
上
や
山
の

斜
面
、住
宅
地
に
隣
接
し
た
空
地
や
休
耕
田
に
、

太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
が
多
く
み
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
施
設
の
設
置
に
当
た
っ
て
、
地

域
住
民
と
設
置
者
間
で
の
ト
ラ
ブ
ル
を
耳
に

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

伊
那
市
で
も「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電

設
備
の
設
置
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」に

基
づ
き
指
導
を
行
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す

が
、
許
可
制
で
は
な
い
た
め
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
沿
わ
ず
、行
政
か
ら
指
導
が
あ
っ
て
も
事
業

が
そ
の
ま
ま
実
施
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。 

 

高
遠
町
地
域
協
議
会
で
は
、地
域
で
聞
か
れ

る
問
題
を
解
決
す
る
た
め「
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」の
見
直
し
に
向
け
た
検
討
を
重
ね
て

ま
い
り
ま
し
た
。 

 

現
在
、伊
那
市
に
お
い
て
条
例
化
に
向
け
た

検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
現
在
の
内
容

に
加
え
て
、次
の
事
項
に
つ
い
て
も
条
例
化
し

て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
提
言
い
た
し
ま
す
。 

（
提
言
事
項
は
裏
面
参
照
） 

              

提
言
書
を
受
け
て
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
発

言
が
あ
り
ま
し
た
。 

 ・
伊
那
市
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
取
り
組
み

の
柱
は
、
水
力
（
小
水
力
）
、
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
が

中
心
で
、
太
陽
光
（
野
建
て
）
・
風
力
は
考
え
て
い

な
い
。 

・
省
電
力
化
の
取
り
組
み
と
し
て
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
を

進
め
る
。 

・
国
で
は
太
陽
光
発
電
を
推
し
進
め
て
い
る
が
、

伊
那
市
は
独
自
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
路
線
を
進
む
。 

・一
般
家
庭
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
も
進
め
て
も
ら
い
た
い
。 

・
太
陽
光
発
電
施
設
は
、
大
事
な
問
題
だ
と
と

ら
え
て
い
る
。
今
の
関
係
法
律
に
よ
る
対
処
と

合
わ
せ
て
、
で
き
る
対
応
を
考
え
て
い
く
。 

・
い
た
だ
い
た
提
言
は
真
摯
に
受
け
止
め
、
条
例

化
に
反
映
さ
せ
た
い
。
で
き
る
だ
け
踏
み
込
ん
だ

も
の
と
し
た
い
。 

・
９
月
議
会
に
お
い
て
条
例
の
素
案
を

確
認
い
た
だ
く
予
定
。 

 
 

  
 

 
 

 
 

ま
た
、
伊
那
市
９
月
議
会
全
員
協
議
会
に
お

い
て
、
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
条
例
の
素
案
が

示
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
、
伊
那
市
環
境
審
議
会

で
審
議
さ
れ
る
ほ
か
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
募

集
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
伊
那
市

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 
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編
集
発
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ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
係
る 

提
言
書
を
提
出
し
ま
し
た 



 

- 2 - 

提 言 事 項 

 

【設置を避けるべき区域】（第４条関係） 

  設置を避けるべき区域として、 

 「住宅密集地域、幹線道路周辺、文化財・史跡周辺地域、景勝地、公共的な眺望点から見える景観に

著しい影響を及ぼす恐れがある地域」 

を追加していただきたい。 

 

【計画での配慮】（第５条関係） 

 配慮すべき事項に、 

 「設置者は、高遠町地域においては、日本で最も美しい村の理念に配慮した計画とすること。」 

  「設置者は、新たな電柱や電線の設置、敷設は最小限とし、道路等を横切る電線は極力なくすこと。」 

を追加していただきたい。 

 

静岡県熱海市で発生した大規模土石流は、開発による盛り土も原因の一つに挙げられており、近く

にある太陽光発電施設との関係も取りざたされていますので、排水対策の強化、不要な開発の禁止

について検討していただきたい。 

 

【住民等への説明】（第７条関係） 

説明会の開催時期が曖昧なため、 

 「事前協議終了後速やかに」 

を追加していただきたい。 

 

【その他】 

 条例制定をできるだけ早く行っていただきたい。 

自治会等の長を始め、住民にガイドライン（条例）の周知をお願いしたい。 


